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１. はじめに

(1) 背景と目的

1960 年代に米国各都市で導入されたトランジットモー

ルは、近年様々な理由で廃止されつつある。例えば State 
Street Mall (Chicago, IL)は、トランジットモール導入後の沿

道商店売上減少を背景に 1996 年に通常の街路に戻された
1)。また5th Avenue (Portland, OR)は、沿道施設への貨物搬入

に関する合意形成問題や、MAX Light Rail新設により2004
年に自動車を許容する街路となった 2)。トランジットモー

ルが廃止された街路の中には、街の街路ネットワーク全体

を考慮し、自家用車の通行を認めつつも公共交通や歩行者

の優先性が保たれるような整備を行っているものもある。

そしてそこがかつてトランジットモールだったか否かに関

わらず、公共交通優先の整備行った街路を”Transit Street”と
呼称する場合がある。米国ではTransit Street整備のガイド

ライン 3)4)等も発行され、導入する設備等の提唱もなされて

おり、徐々に広がりつつある。 
なおガイドライン 3)4)では、トランジットモールはTransit 

Streetの一種とされていることから、Transit Streetはトラン

ジットモールより広い概念で「自動車より公共交通・歩行

者を優先させるよう整備した街路」と捉えることができる。 
ところで、日本にも公共交通サービス側だけでなく、街

路デザイン側の改善を行い、市民が公共交通を使いやすく、

かつ歩きやすい街路整備を行った事例は存在する。この事

例と具体的な整備指針が示されている米国の Transit Street
を組合わせ、日本独自の公共交通優先空間の整備の方向性

を示すことは、公共交通利用を促進したい都市にとって有

用だと考えられる。 
そこで本研究は、米国でのTransit Streetと日本の上記事

例調査を通じ、日本の都市中心部における公共交通優先空

間の整備の指針を示すことを目的とする。まず第３章で米

国の都市・機関ごとに、Transit Streetという概念がどのよう

な経緯で出てきたのかに加えて、定義を明らかにする(小目

的①)。さらにそこで描かれたTransit Streetの空間像を明ら

かにする(小目的②)。次に第４章で日本の公共交通優先街

路整備の事例として福岡市明治通りを取り上げ、どのよう

な施策・整備を経て実現したか、また、その特徴(小目的③)
―を明らかにする。 後に第５章で米国のTransit Street と
日本の公共交通優先街路整備事例の共通点と相違点を明ら

かにし、日本の都市中心部における公共交通優先空間の整

備の指針を示す。 
(2) Transit Streetに関する既往研究・資料

本邦におけるトランジットモールに関する研究としては、

トランジットモールが他の街路よりも静寂であることを示

した波床(2016)5)、欧州のトランジットモール実施時に自動

車が柔軟な出入りを行っている実態を示した波床(2017)6)、

仮想市場法等を用い京都市河原通りでのトランジットモー

ル導入効果を検証した藤澤ら(2003)7)があり、いずれも通常

の街路よりも各々の視点でトランジットモールに優位性が

あることを示している。一方、阿部ら(2000)8)は岡山市で、

福田ら(2006)9)は那覇市で、実施したトランジットモール社

会実験において、沿道商店から売上減少に対する懸念の声

があり、合意形成が難しいことが指摘されている。本邦で

トランジットモールが普及しない理由に関しては中西

(2008)10)が考察を行っている。自動車を規制することで沿道

商店が売上減少を危惧する点、日本で売上等の観点から明

らかに成功した事例がない点、自家用車通行規制に対して

沿道の反対が大きい点が挙げられている。 
現在本邦ではTransit Streetに関する研究は確認されてい

ない。公共交通優先空間に関する研究としては矢部ら
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(2005)11)があり、公共交通が高頻度で運行される「軸」が各

都市に存在していることを示したが、街路断面等の都市デ

ザインスケールで見た時に何が必要かは議論されていない。 
米国ではNational Research Council(NRC)(1998)12)が米国内

の5街路を”Transit-Friendly Street”と名付け、整備費用・整

備効果に関するケーススタディを行った。しかしこれらの

街路がどのような基準で”Transit-Friendly Street”とされたの

か明確ではなく、他の街路がTransit-Friendly Streetとなる際

に目指すべき姿は定量的に明らかになっていない。 
本邦で Transit Street に触れた文献としては高見(2018)13)

がある。しかしここでは自動運転時代を見据えた新たな街

路のあり方の一つとして紹介されているに過ぎない。海外

ではBing Liuら(2017)14)、Eric Dumbaughら(2017)15)、Evgeniya 
Prelovskayaら(2017)16)がTransit Streetについて触れている。

これらの研究はいずれも交通手段別の優先順位を街路ごと

に設定する新たな道路の段階構成に関する研究・提言であ

り、その中で公共交通のヒエラルキー(優先順位)が も高

い街路をTransit Streetとしているが、Transit Streetで必要と

される空間的要素・条件を詳述しているわけではない。 
以上より本研究はTransit Streetに関する本邦初の報告で

ある。また国内類似事例を示すことで、Transit Streetを今後

国内に広げる場合に独自に採り入れ得る手法を議論する。 
 

２.対象都市と手法 

(1) 対象都市 

米国の Transit Street の整備経緯調査は、Nashville・
Minneapolis・San Francisco・Portland・Chicagoの5都市を対

象として行う。これらは、Transit Streetに関し長期的なデー

タに基づき唯一研究を行った NRC12)で取り上げられたも

ので、この5都市のうち、後述の日本の都市事例と規模を

合わせる観点から、2都市(San Francisco・Portland)を選定し

た。さらに、次節の調査③でTransit Street が 初に整備さ

れた事例として Nashville・Minneapolis、代表的な Transit 
Streetの事例としてChicagoが取り上げられたため、この5
都市を主対象とする。空間整備事例として、次節調査②で

好事例として取り上げられたTorontoについても示す。 
本研究での日本での公共交通優先空間の実例の検証は、

福岡市明治通りで行う。これは中西 10)においてトランジッ

トモールが導入可能な都市の人口規模として県庁所在地以

上、場所として都市中心部だと示されたため、これらの都

市であれば何らかの公共交通優先のための空間整備が行わ

れたと考えられるためだ。矢部ら 11)は、上記規模の都市で

調査を行い、うち20都市で公共交通が多頻度で運行されて

いる街路が存在することを示している。なお NACTO3)4)で

はTransit Streetをネットワーク状(単一軸線ではなく、面的)
に整備することを求めていることから、矢部ら 10)の 20 都

市のうち、複数の街路で公共交通が多頻度で運行されてい

る14都市38街路を対象とする。このうち街路デザインの

向上が図られたものは少なくとも 5 街路であった。この 5
街路のうち、2街路(岐阜市長良橋通り・忠節橋通り)はレー

ン舗装が中心、2 街路(岡山市桃太郎通り・金沢市駅通り)
は地下歩道整備が中心であった。1 街路(福岡市明治通り)
は第4章で述べるように道路空間再編や周辺地区と一体の

公共交通利用促進策が図られていた。よって5街路の中で

は も長期的に、多くの施策が行われていたと言えるため、

事例検証の対象として選定した。 
(2) 手法 

本研究では、公共交通優先空間整備を行う場合の指針を、

目標(評価基準)項目・空間デザイン・交通管理・実現プロ

セス・実現のためのハードル―の各項目から示す(第５章)。
そのために第3章・第4章では後述の通り調査を行う。 
第３章では小目的①(目標項目、プロセス、実現のための

ハードルに対応)のため、San Francisco市図書館が持つ新聞

記事・公文書データベース 17)を基に、過去100年分の文献

調査を行った(以下調査①とする)。また小目的②(空間デザ

イン、交通管理に対応)のため2018年9月にNew York市内

でNational Association of City Transportation Official(NACTO)
関係者に(同調査②)、小目的①のため2019年9月にPortland
市内でSy Adler教授(Portland State University・米国都市計画

史専門)(同調査③)にヒアリングを行った。 
第４章では小目的③のため、2019年8月に福岡市で天神

明治通り街づくり協議会事務局・We Love 天神協議会にヒ

アリング(同調査④)・福岡市住宅都市局にメールインタビ

ューを行った。 
 
３. 米国におけるTransit Streetの歴史と定義 

(1) 各都市での整備経緯 

(Ⅰ) はじめに 

 ここでは調査①～③で情報が得られた Nashville・
Minneapolis・San Francisco・Portland・Chicagoの整備経緯に

ついて整理する。 
(Ⅱ) Nashville及びMinneapolis 

米国でTransit Streetという名前の街路が 初に計画され

たのは、1956年のNashvilleである(調査③より)。 
米国では 1930 年代に地下鉄が建設されていない地方都

市を中心に、中心市街地(CBD)が衰退し始めた。その後1940
年代～1950 年代にかけては自動車が普及し、CBD の荒廃

と郊外地域の業務・商業地域の発展がはじまる。それによ

る税収(主に法人税や固定資産税)低下や人口流出に対し、

CBDを管轄する自治体が危機感を持ち始めた。この問題を

受けて、1956 年に Nashville、その数年後には Minneapolis
で”Transit Street”が建設された。この時の Transit Street は
CBDに設置されたバス専用レーンを指しており、郊外に住

む住民が、自家用車の混雑の影響を受けることなく、高速

で移動(通勤)可能になることが整備目的であった。さらに

これにより、CBDに業務・商業機能を再び呼び込み、復活

させ、税収を取り戻すことが施策のゴールである。 
ところで1967 年にMinneapolisで 初のトランジットモ

ールが実施された。バスレーンが設けられた街路である

Transit Street に対し歩行者と公共交通のみの通行を認める
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トランジットモールは、歩行者が自動車の危険に晒されず、

かつ移動の足を失わずに買い物をできるよう考えられたも

のだ。Transit Streetの実施目的と比較すると、当初はトラン

ジットモールもTransit Street も中心市街地の活性化のため

につくられたが、導入目的が違う点からトランジットモー

ルの代替案がTransit Streetではなかったことがわかる。 
(Ⅲ) San Francisco 

San Franciscoは街路空間の質向上が目的であったと言え

る。1966年に 初のTransit Streetに関する文献が確認され

た 18)(以下調査①を基にする)。市の目抜き通りである

Market Streetの空間の質を向上させるため、35フィートの

歩道を備えた大量輸送機関のための街路(mass transit street)
とし、自動車メインの現状を変えることを行政が検討して

いる、との報道である。続いて1971年に Improvement Plan 
for Transportation19）(Market Streetの将来像や、将来的な市全

体の交通体系に関するマスタープラン)が発表され、これを

受けて1972年にPlan for Transportation20)が発表された。こ

こで「公共交通が優先され、自動車交通量は 小化される

べき街路」としてTransit Streetという言葉がSan Francisco
の公文書で初めて使われた。1973年にはTransit First Policy21)

及びこれに基づくTransit Preferential Streets Program22)が発表

された。前者は法令で、“Transit” Streetとしてカッコ書きで

使用された。ここからTransit Streetが単に「公共交通が通

行する道」を意味しているのではなく、言葉に特別な意味

があることがわかる。これらの法令・整備指針が設けられ

たことでTransit Streetの整備が進むことになる。しかし商

業施設オーナーたちが整備に反対する事例もあり、必ずし

も順調ではなかったと思われる 23)。 
(Ⅳ) Portland 

PortlandではCBDの魅力的向上施策がTransit Street整備

の発端と言え、背景には1960年代に起こった空気・水汚染

の対策を求める市民運動がある(以下調査③を基にする)。 
1974 年に発表された Downtown Parking and Circulation 

Policy24)にはCBD の駐車場配置や街路網の計画が策定され

た。これも、Nashvilleなどと同じく、中心市街地の空洞化

問題に端を発している。ここでは、従来的な道路の段階構

成、即ち交通量に従って道路種別を区分するのではなく、

機能面から道路を定義することとした(Functional Street)。こ
れは Portland 発祥の考え方であるという。Functional Street
では、CBD の街路を Traffic Access Street・Non-automobile 
oriented street(非自動車街路＝倉田(1999)25)の訳)・Local 
service streetに分類した。非自動車街路は、主に公共交通・

歩行者・自転車に供すると規定し、具体的に20街路を指定

した。ここには 1977 年～2004 年にトランジットモールで

あった5th Avenueや6th Avenueも含まれるため、トランジ

ットモールも非自動車街路整備の一環と捉えられる(図-1)。
それと同時に CBD を魅力的にする試みとして、例えば

CBD の1F をウインドウ張りとすることも始まった。現在

Portland では 15 分に 1 本以上のバスが走る街路を Transit 
Streetと呼んでいる。 

図-1 Non-automobile oriented street24)(筆者加筆) 

米国では多くの都市でモータリゼーションが進展してい

るにもかかわらず、中心市街地に公共交通優先の街路を導

入できた背景には、Portland独特の事情がある。1960年代、

PortlandではCBDに自動車で通勤する者が多かったが、当

時から空気汚染の主要な原因の一つが自動車だということ

は知られていた。とりわけ州の主要産業たる農林業に多大

なるダメージを与える環境問題に対する市民運動も激しか

った。そこで、市当局は自動車を抑制するため高速道路の

建設を中止し、自動車の代替として公共交通を拡充しよう

とした。この当時バスは完全な民間事業だった。しかし

1969 年に TriMet が設立され、高速道路の建設予算を転用

して市が複数の民間企業を買収し、公営公共交通会社によ

る公共交通運行が始まり、公共交通の質向上が図られた。 
1997年には“Transit Presential Streets Program”に関する

報告書 26)も発行されている。これは、1996年から開始され

た” Transportation Element of the Comprehensive Plan”におい

て、いくつかの街路で実験的に信号時間の改良やバス停部

分の歩道拡張などを行い、バスの利便性を向上させた実験

の成果報告である。この実験がなされた街路は何れも郊外
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で、図-1とは重ならないが、Downtown Parking and Circulation 
Policy 制定以降、長期間かつ広域に渡って公共交通優先の

街路づくりにPortlandが取り組んできたことがわかる。 
(Ⅴ) Chicago 

近年、各地でTransit Streetという文言を含む街路に関す

るガイドラインを発行する自治体が出てきている。Chicago
では街路毎に交通手段の優先順位を定める指針が 2013 年

に発行された 27)。これは、誰もがどんな交通手段でも使い

やすい街路Complete Streetの形成を目指す動きの一環で、

交通手段別の道路の段階構成を目指すガイドラインである。

この中では優先度合が「公共交通＞歩行者＞自転車＞自動

車」な街路をTransit Streetとしているが、どんな評価指標

を用いて「優先された状態」かを判断するかは言及がない。 
(Ⅵ) 議論の経緯のまとめ 

以上の内容は、Transit Street導入の経緯によって分類する

と、表-1のようにまとめられる。日本でも表のような問題

を持っている自治体では、中心部の街路をTransit Street と
する検討の余地はあると考えられる。 

表-1 Transit Street導入経緯の分類 

(2) 米国の各機関の定義の整理

次に、各都市・機関の定義を整理する。定性的にTransit 
Streetの定義を表現したのは、前節のSan Francisco、Portland、
Chicago及び1章で示したNRC12)、NACTO3)4)であり、これ

を表-2・3 に示す。定量的定義は何れも示していない。下

表からどの都市・機関でも公共交通を優先する街路を

Transit Streetと呼んでおり、次いで歩行空間も重要な要素だ

とわかる。また自家用車を排除していない。さらに速度が

必ずしも速いほうが良いのかは言及がない。これらをまと 

表-2 各都市・機関の定義 

表-3 NACTO3)4)の定義 

図-2 Transit Streetの定性的定義概念図 

めると図-2となる。しかし、何を以て「公共交通が優先さ

れた状態」となるか示したものはなく、議論が必要だ。そ

こで、次節で提唱されている空間像を確認する。 

(3)具体的な空間像 

前述のようにTransit Streetは「公共交通が優先された状

態とは何か」に関しては言及がない。一方、「何によって公

共交通を優先させるか」については(1)・(2)で取り上げた都

市・機関で言及がある。それらで導入された・提唱されて

いるものを表-4に示す。 
表-4に付記した設備導入に関するガイドライン等の出版

年(出版が確認できないNashvilleとMinneapolisは提唱年)  

表-4 各都市・機関で導入された・推奨している設備 
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を見ることで、1960年代以前では主にバスのためだけの設

備(バスレーンやバス停等のハード面)が中心の改善であっ

た。一方1990年代以降のガイドライン等に記載のものは、

バスだけのための設備に加え、歩道拡張や植樹等、バス利

用前後の行動のための整備、料金収受や情報設備等ソフト

面の整備にも触れている。これは、公共交通を単に高速化

するのではなく、公共交通を利用した移動全体を快適にす

る、Complete Street の考えの一部といえる。さらには

Transit Street 沿道の1F には商業施設を配置することや

露店等の配置も推奨されており、単に道路だけでなく沿道

のデザインも意識していることがわかる。 

 なお表-4 下段のNACTO3)4)では整備前後の街路イメージ

が掲載されている。整備後のイメージには、道路渋滞が起

こる描写はなされていない。これは、Transit Street導入

により道路空間改変が行われた当初に道路混雑が発生して

も、次第に自家用車から公共交通にモーダルシフトが起き

ることを期待しているものである(1)。またTransit Street

は一般車両が通行するが故、道路のどこでも横断できると

いうわけではない。しばしばトランジットモールでは車道

部分を自由に歩行者が通行している姿が見られるが、

Transit Streetでは横断歩道に限られ、横断距離を短くす

るなどの処置がみられる。車両の走行の円滑性向上と歩行

者の柔軟な横断はトレードオフの関係にあることがわかる。 

(4) 街路空間の実例 

 調査②ではTransit Streetの空間要素を備えた好事例とし

てToronto のKing Street が取り上げられた。ここでは、車

道空間の一部を電停やパークレットに変える社会実験を実

施し、メリット(公共交通走行速度のばらつき改善)を把握

した上で恒久化した。シェアバイクポートも合わせて配置

し、公共交通、徒歩、自転車の移動の質向上が図られてい

る。地区周辺住人や業務用のアクセスは必ずしも規制され

ず、こうしたアクセスが可能な区間を、用事のある一街区

に絞るように交差点で交通管理している 28)(2)。 (図-3)。 
 

図-3 TorontoのKing Streetの平・断面図 

４. 日本の公共交通優先街路の整備事例 

(1) 対象街路 

日本にはTransit Streetと名乗った整備事例は存在しない。

しかし、Transit Street のコンセプトに近く、表-1 の整備経

緯に近い事例はいくつか存在するものと考えられる。第 2
章では公共交通が高頻度で運行されている街路のうち、街

路デザインの改良も行った事例として福岡市明治通りが挙

げられた。なお日本国内でバス・路面電車が高頻度で運行

されている所謂「バス通り」に関する調査を実施した瀬良

(2020)29) によれば、福岡市明治通りは福岡市の中でもバス

運行本数が多く停留所の密度が高い等、表-2・3 と似通っ

た状況にある街路(表-5)で、沿道は商業・業務地域だという。

調査④によれば、明治通り沿道や天神地区の地権者・事業

者には地域衰退の危機感が常にあり、それに対し「東西軸

トランジットモール事業」「グランドデザインのガイドライ

ン策定」「附置義務駐車場条例改正」が行われてきたことが

わかった。そこでそれぞれの施策について詳述する。 
 
表-5 福岡市内と明治通りのバス運行本数・停留所間隔29) 

 
(2) 東西軸トランジットモール事業 

 1975年まで明治通りを運行していた路面電車は、路線バ

ス及び地下鉄に置き換えられた。路面電車廃止後、軌道分

の空間は車道ではなく、歩道拡幅や植樹に充てられ、歩行

空間の大きな改善が図られた。この空間再配分は路面電車

廃止による福岡市中心部の衰退を危惧した地元財界(明治

通り沿道の地権者・商業事業者含む)の提唱で始まり、福岡

市が「東西軸トランジットモール」として明治通りの再整

備を行った。この道路空間の変遷は図-4(福岡市 30)及び西日

本鉄道 31)を基に筆者作成)に、年表は表-6の通りである。こ

の整備経緯は表-1の「CBD復権運動型」と「街路空間質向

上型」に酷似している。Nashville等でTransit Streetが整備

された動機は自治体の税収問題であった。米国では自治体

の税収減少が、福岡では民間の収入減少が整備の動機づけ

となっており、整備のきっかけに類似性をみることができ

る。またどちらも市の財源により整備が行われている。福

岡では当時から民間が街づくりに対して提案を行うなど当

事者意識を持っていたこと、その働きかけに行政が応える

官民連携の姿があったこと、街のにぎわいのために良質な

街路が必要なことを官民が認識していたことが伺える。 
(3) グランドデザインのガイドライン 

 九州新幹線開業に伴う博多駅地区の活性化により相対的

地位低下に危機感を覚えた天神地区の企業は、2006年に天
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神地区の街づくり団体であるWe Love天神協議会や天神明

治通り街づくり協議会を結成した。これらの団体では福岡

市も協力の元、魅力的な街並みをつくるべく、デザインガ

イドライン 32)やその手引き 33)を作成し、ファサードのデザ

インや歩行者・自動車の動線等の指針を示している。また、 
駐車場の出入り口を明治通り沿いに置かないよう示し、来

街する自動車が明治通りを避けるような方策を示した。グ

ランドデザイン自体には強制力はないが、地区計画に落と

し込みを図り、実質的に実効性のあるものとなっている。 
(4)附置義務駐車場条例改正 

福岡市では2017年の附置義務条例改正により、天神地区

における駐車場の遠隔・集約化を行い、地区内の駐車場削

減に努めている 34)。さらに公共交通利用促進措置を行った

建物では、附置義務駐車場の台数を削減できるようになっ

た 34)。例えば、従業員の自家用車通勤規制では 5%、公共

交通利用者への割引サービス実施では10%、鉄道駅への地

下通路等の接続では20%附置義務駐車場の台数を削減でき

るというものである(合計40%まで)。この緩和措置は、2018
年現在で8件の適用があった。現在推進中の「天神ビッグ

バン」(天神地区で老朽化した建物を限定期間内に建て替え

る場合容積緩和等の措置を行い、建替えを推し進める政

策)35)でも適用されることから、更に多くの建物での公共交

通連携措置が期待される。これにより、一層公共交通が利

用しやすくなる一方、天神地区に駐車可能な自家用車は減

る。民間からすれば容積率が増えなくとも建物の「床」が 

図-4 明治通りの道路空間の移り変わり 

表-6 「東西軸トランジットモール」に関する経緯30) 

広がる。この条例改正は、天神明治通り街づくり協議会等

との交渉の賜物という。なお類似の条例改正は、札幌市 36)

や神戸市 37)でも 2010 年代後半に行われており、公共交通

の充実した都市部では汎用性の高い施策だろう。附置義務

制度が普及した結果、近年都心の駐車場台数は過剰となっ

ている 38)。稼働率の低い駐車場を削減して賃料収入の得ら

れる「床」を増やしたい民間と、公共交通利用を促進した

い自治体のニーズが合致した政策だと言える。 

(5) まとめ

(2)は単なる道路空間再編時の歩行者空間拡張ともみら

れるが、(3)や(4)で民間が動く土壌形成の側面も重要だ。(2)
～(4)を総じて、明治通りでは①官民の公共交通や歩行の重

要性の認識②街の顔である街路(明治通り)を意識した継続

的な街づくり③官民のコミュニケーション④公共交通サー

ビスだけでなく街路デザインや建築物の整備の面からの公

共交通利用を促進④実行力があり、官民双方にとって

win-win な政策―の存在が公共交通優先な街路づくり・ま

ちづくりにつながっていると言える。街路整備や公共交通

施策と言えば行政主体の取組みのイメージが大きいが、こ

の事例では民間が果たす役割も大きい。 

５． 日本の公共交通優先空間整備指針 

(1) 日米の共通点・相違点

米国のTransit Streetと明治通り整備の共通点としては、

第一にどちらも何らかの「指針」があり、ある程度の合意

形成が図られていることが挙げられる。明治通りのグラン

ドデザインガイドライン 32）33）は公共交通優先化を主題と

したガイドラインではないが、自動車を明治通りから減ら

したり、歩行空間を豊かにしたという点では共通している。

第二に官民の連携が挙げられる。米国のトランジットモー

ルでは沿道地権者の反対等の合意形成問題があった。一方

Transit Streetでは「車を締め出す」等がないことから、現状

大きな反対の声は聞かれない。明治通りでも官民連携の結

果が現状の姿と言える。第三に目指している街路の役割が

挙げられる。Transit Streetは様々な経緯で導入が図られたが、

その中に CBD の衰退阻止があった。明治通りも天神地区

が衰退しないための整備である。 
相違点としては、第一に米国では街路空間の改善のみで

公共交通を優先させることになっているが、日本では官民

連携の上、駐車場削減等の「街区の改善」ができた点があ
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る。第二にガイドラインを作成・実行する主体が誰か、と

いう点が挙げられる。米国のガイドライン発行・実行団体

は行政や公的機関である。一方明治通りのガイドラインは

行政との連携の下、民間が作成した。また一般に日本にお

ける地区計画等のまちづくりのルールは、地権者や住民と

行政が連携して策定され、官民の連携は不可欠だ。これを

遵守するのは官民両方である。第三に公共交通優先空間の

概念の存在有無である。米国にはTransit Streetという概念

があるが、日本にはトランジットモールやバスレーンと言

った概念はあるものの、公共交通優先空間を包括して示す

明確な概念はない。第四にガイドラインが示す方向性が挙

げられる。米国の NACTO(2016)3)4)等は、「都市全体のネッ

トワーク構成を考えた時、各々の街路(含Transit Street)をど

うデザインすべきか」を描いている。即ち「マクロ→ミク

ロ」の順で街路を見ている。一方明治通りのガイドライン
32)33)の場合は、「明治通りがどうあるべきかを考えた時に、

明治通り及びその周辺地域をどうデザインすれば良いか」

を描いている。即ち「ミクロ→マクロ」の順で街路を見て

いる。日本では各都市で公共交通網形成計画等も策定され

ているが、公共交通網(マクロ)の計画を立てたとしても、

各街路（ミクロ）のデザイン面まで踏み込んだ議論が行わ

れているケースはあまり見られない。 
(2) 日本の公共交通優先空間が目指すべき姿

ここでは日本の公共交通優先空間整備の指針を、目標(評
価基準)項目・空間デザイン・交通管理・実現プロセス・実

現のためのハードル―の5つの観点から示す。まず実現の

ための要点を表-7に示す。 

表-7 日本での公共交通優先空間整備の要点 

(Ⅰ) 目標(評価基準)項目 

公共交通優先空間を整備する際、「何(表-8 中の分類およ

び項目)がどうなれば良いか」を表-8に示す。「項目」が、

表-8 日本での公共交通優先空間の目標(評価基準)項目 

改善目標かつ評価項目となる。なお出典を 右列に記した。 
各項目の具体的な数値も本来は必要だ。しかし岡(1981)39)

によれば歩行可能距離は気候や地形に左右される。公共交

通運行頻度や乗降人員は都市の人口規模でも異なる。特に

日本では各都市で気候の差が大きいため、定量的な評価基

準は都市毎に策定することが望ましい。 
なお表-7・8の各項目については次項以降で詳述する。 

(Ⅱ) 空間デザイン 

米国で施策整備対象は道路空間のみの場合がほとんどだ

(3章)。これは整備対象街路、接続街路共に幅員の広い場合

が多く、それらの再配分のみで目的を達成できるためだろ

う。米国に比べ、整備対象街路あるいは接続街路の幅員が

小さいネットワーク形状を持つ場合が多い日本では、沿道

の自動車発生集中交通量をコントロールしなければ車線数

削減による歩道拡張やバスレーン導入は難しい(4章)。よっ

て街路空間のみならず沿道の街区も整備対象となる(表-7)。 
表-8中No.6・7の歩行空間には歩道幅員等の量的側面と

アメニティ等の質的側面がある。日本の道路構造令での都

心部の歩道幅は、歩行者と車いすがすれ違える 3.5m 以上

が必要とされ、この値は 低限必要だと考えられる。街路

空間が狭い場合は条例や地区計画でセットバック等を定め、

歩行やアメニティのための空間を捻出することも考え得る。 
(Ⅲ) 交通管理 

表-8 中 No.3 について、公共交通の速度は必ずしも速い

のが良い旨の記載はない。一方NACTO3)では「自家用車で

街路が混雑することは望ましくない」旨書かれている。道

路混雑度等も速度に関する目標(評価)項目となるだろう。 
公共交通を優先させるためには、自家用車で来街しにく

いこと(表-8 中 No.8)と公共交通で来街しやすいこと(同
No.9)がセットで必要だ。自家用車には駐車場のコントロー

ル、公共交通には建物の設計や商業施設での公共交通利用

者へのサービス実施でアプローチ可能だ(第4章)。 
(Ⅳ) 実現プロセス 

実現のためには地権者等・行政・警察の合意形成は欠か

せない。そのために街区レベルのデザインガイドラインを

策定(「マクロ→ミクロ」側（行政策定）、「ミクロ→マクロ」

側（エリアマネジメント組織策定）どちらでも可)し、イメ

ージを共有する必要があるだろう。また Toronto のように

社会実験で導入のメリットをデータで示すことも必要だ。 
明治通りのように関係者が多い場合に施策に実行力を持

たせるためには、拘束力のあるルールも求められる。そこ

で地区計画等にルールの落とし込みを図ることが考えられ

る。また単に縛るだけでは民間を巻き込むことは難しい。4
章で取り上げた福岡市の附置義務条例改正のようなインセ

ンティブのあるルールを用い、民間も巻き込んで公共交通

優先の街路づくりを推し進める必要がある。 
(Ⅵ) 実現のためのハードル 

 実現のためには財政的なハードルと合意形成のハードル

が存在するだろう。日本では道路管理者と、地区計画レベ

ルの都市計画策定者が異なる場合がある。その場合には特
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に民間・県(国)・市(区)誰が整備費を負担するのか、問題に

なり得る。前文と重なる部分はあるが、実現のために合意

形成が必要な関係者数が多いことがハードルを高くしてい

る。一方NACTO(2016)3)4)の示す設備は日本でも導入済みの

ものが多く、法的・技術的なハードルは小さい(表-7)。 

６. 結論

(1) 結論

日米ともに公共交通を優先させるための施策は行われて

いることがわかった。米国では様々な背景からTransit Street
と名乗る街路が登場してきた。現在Transit Streetは「公共

交通＞歩行者＞自動車の優先順位をもつ街路」とされてお

り、既出のガイドラインの内容は日本でも参考にできる。 
日本ではTransit Streetのように明文化された概念は存在

しないが、これに近い整備が行われた例は存在している。

また米国のTransit Streetでは取り入れられていない施策も

存在しており、米国のTransit Streetの方針を参考にして提

示した5(2)の指針より「日本版Transit Street」を整備するこ

とも可能だろう。日本でもトランジットモールは合意形成

の問題で普及しない 10)。しかしトランジットモール以外に

も公共交通・歩行者を大切にする整備方策は存在する。地

域課題解決に資する場合、日本版Transit Streetも新たな街

路改善の選択肢となり得る。 
(2) 今後の課題

定量的に「公共交通が優先された」かを示す議論は日米

どちらにも欠如しているが、適切な評価のために必要だ。

次に日本の整備事例選定では矢部ら(2005)11)を基にしたた

め、独立性が小さい3大都市圏内や、近年の事例を示すこ

とはできなかった。 後に表-8では画一的な基準は必要な

いが、都市毎のおよその定量的基準の目安も必要だ。 
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